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世
帯
主
の
前
年
所
得
を
審
査

■
納
付
猶
予

　５０
歳
未
満
の
人
の
納
付
猶

予
＝
本
人
・
配
偶
者
の
前
年

所
得
を
審
査

■
学
生
納
付
特
例

　学
生
の
納
付
猶
予
＝
本
人

の
前
年
所
得
を
審
査

□
失
業
特
例

　退
職
や
失
業
し
た
人
は
離

職
票
の
コ
ピ
ー
な
ど
を
添
付

す
る
と
本
人
の
前
年
所
得
を

除
外
し
て
審
査
で
き
ま
す
。

中
心
市
街
地
の
活
性
化
や
都
市
基
盤
の
整
備

　銀
天
街
Ｌ
字
地
区
や
一
番
町
一
丁
目
地
区
の
再
開
発
に
向

け
た
調
査
や
支
援
な
ど
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
推
し
進
め

る
ほ
か
、
三
津
の
景
観
ま
ち
づ
く
り
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

に
取
り
組
む
な
ど
、
都
市
基
盤
の
整
備
を
図
り
ま
す
。

福
祉
の
充
実

　介
護
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
を
導
入
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
や
、
障
が
い
者
の
支
援
施
設
な
ど
を
新
設
す
る
事
業
者

へ
の
支
援
を
行
い
、
介
護
従
事
者
へ
の
負
担
軽
減
と
障
が

い
者
が
安
全
に
生
活
で
き
る
環
境
を
確
保
し
ま
す
。

地
域
経
済
の
活
性
化
な
ど

　農
業
振
興
や
道
路
・
下
水
排
水
路
・
農
道
の
整
備
な
ど
に

加
え
、
本
館
改
築
１
２
０
周
年
を
機
に
継
続
し
て
実
施
し
て

い
る
「
道
後
温
泉
ま
ち
づ
く
り
ア
ー
ト
事
業
」
と
し
て
「
道

後
オ
ン
セ
ナ
ー
ト
２
０
１
８
」
の
開
催
に
向
け
た
取
り
組
み

を
進
め
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

問
財
政
課
☎
９４８
６
３
５
０
・
FAX
９３４
１
８
０
３

一
般
会
計

特
別
会
計

9
月
補
正
予
算

₁₁
月
₃₀
日
は
「
年
金
の
日
」

　9
月
補
正
予
算
が
定
例
市
議
会
で
決
ま
り
、
補
正
額
は

一
般
会
計
で
17
億
8
2
7
万
円
、
累
計
は
1
8
4
9
億

5
3
0
9
万
円
（
前
年
同
期
比
0
・
10
㌫
増
）
と
な
り
ま

し
た
。

　国民
年
金
は
、
高
齢
に
な
っ
た
と
き
や
、
病
気
・
け
が
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
、
家
計
を
支
え
て

い
た
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
に
所
得
を
保
障
し
、
安
定
し
た
生
活
を
み
ん
な
で
支
え
合
う
た
め
の

制
度
で
す
。
日
本
に
住
所
が
あ
る
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
者
以
外
で
２0
歳
以
上
６0
歳
未
満
の
人

は
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

中
心
市
街
地
の
活
性
化
や
都
市
基
盤
の
整
備
、

福
祉
の
充
実
な
ど
に

　国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る

人
は
次
の
よ
う
な
給
付
が
あ
り

ま
す
。

■
老
齢
基
礎
年
金

　保
険
料
を
納
め
た
期
間
や
免

除
さ
れ
た
期
間
が
２５
年
以
上
あ

る
人
が
、
原
則
と
し
て
６５
歳
か

ら
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
障
害
基
礎
年
金

　病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
障
が

い
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
ら
れ

ま
す
。（
一
定
要
件
あ
り
）

■
遺
族
基
礎
年
金

　国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た

人
が
死
亡
し
た
と
き
に
、
１８
歳

未
満
の
子
が
い
る
場
合
な
ど
に

配
偶
者
ま
た
は
子
が
受
け
ら
れ

ま
す
。（
一
定
要
件
あ
り
）

第
２
号
被
保
険
者

　国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る

人
を
「
被
保
険
者
」と
い
い
、

加
入
し
て
い
る
年
金
の
種
類
に

よ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る
方
法

が
違
い
ま
す
。

ど
ん
な
種
類
が

�

あ
る
の
？

ど
ん
な
人
が

�

も
ら
え
る
の
？

年
金
を

�

増
や
し
た
い
！

知
っ
て
い
ま
す
か
？

　国民
年
金

第
２
号
被
保
険
者

　厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加

入
者

※
保
険
料
は
給
料
天
引
き

第
３
号
被
保
険
者

　第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満

の
配
偶
者

※
保
険
料
は
配
偶
者
が
加
入
し

て
い
る
年
金
制
度
が
負
担
（
自

分
で
納
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
）

　経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
人
（
第
１
号
被

保
険
者
）の
た
め
に
、
次
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
窓

口
で
申
請
が
必
要
で
す
。（
申

請
に
あ
た
り
、
所
得
の
申
告
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

■
申
請
免
除

　前
年
所
得
に
応
じ
て
全
額
・

４
分
の
３
・
半
額
・
４
分
の

１
免
除
＝
本
人
・
配
偶
者
・

い
い
　
　み
ら
い

社会保険料控除証明書が届きます
　国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象
となります。社会保険料控除証明書は年末調整
や確定申告に必要となるため、大切に保管して
ください。

１１月に送付される人
　１月１日から９月３０日までの間に保険料を
納めた人

平成２9年２月に送付される人
　１０月１日から１２月３１日までの間に今年初め
て国民年金保険料を納めた人

控除証明書に関する問い合わせ
　☎０５７０－００３－００４、ＩＰ電話・ＰＨＳ
からは☎０３－６６３０－２５２５へ
※上記電話番号は１１月１日より利用できます

納
付
が
困
難
な
場
合
は
？

問国保・年金課☎９４８ー６３５６・ FAX ９３４ー２６３１、松山東年金事務所☎９４６ー
２１４６・FAX９３３ー１３１９、松山西年金事務所☎９２５ー５１０５・FAX９２３ー４６１９

主な事業

道路・下水排水路・農道等整備事業� １０億６２7万円

障害者支援施設等整備補助事業� ２億２,２６7万円

道後温泉まちづくりアート事業（債務負担行為）
� （平成２８～３０年度、限度額）２億円

農業振興事業� ２,５８１万円

介護ロボット等導入支援事業� ２,５５１万円

市街地再開発事業（銀天街Ｌ字地区・一番町一丁目地区）
１,８０４万円

みんなで育む美しい街並みと賑わい創出事業� １,４０２万円

歩いて楽しい健康増進まちづくり事業� ６００万円

総
額
18
億
2
4
8
0
万
円

　い
く
ら
納
め
る
の
？

平
成
２８
年
度
保
険
料

月
額
１
万
６
２
６
０
円

【
納
付
方
法
】

①�

納
付
書
で
全
国
の
金
融
機

関
、
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付

②
口
座
振
替

③
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
納
付

　老
齢
基
礎
年
金
を
ま
だ
受
け

取
っ
て
い
な
い
人
は
、
老
齢
基

礎
年
金
を
増
や
す
た
め
に
次
の

方
法
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も

申
請
が
必
要
で
す
。

■
付
加
年
金

　定
額
保
険
料
に
加
え
て
月
額

４
０
０
円
を
納
め
る
と
、
受
け

取
る
額
が
増
え
ま
す
。

※
国
民
年
金
基
金
未
加
入
者
の
み

■
追
納

　過
去
１０
年
以
内
に
免
除
ま
た

は
猶
予
の
期
間
が
あ
る
人
は
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付（
追
納
）す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
６０
歳
か
ら
の
任
意
加
入

　６０
歳
以
上
で
未
納
な
ど
の
た

め
満
額
の
年
金
を
受
け
ら
れ
な

い
人
は
、
６５
歳
ま
で
で
あ
れ
ば

任
意
で
年
金
に
加
入
し
、
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
受
給
資
格
期
間
の
足
り

な
い
人
は
、
最
長
７０
歳
に
な
る

ま
で
加
入
で
き
ま
す
）

■
後
納（
平
成
３０
年
９
月
ま
で
）

　過
去
５
年
以
内
に
未
納
期
間

や
未
加
入
期
間
が
あ
る
人
は
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付（
後
納
）す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
後
納
に

よ
り
受
給
資
格
期
間
を
満
た
す

と
年
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
６５
歳
以
上
で
す
で
に
受
給
資

格
が
あ
る
人
は
後
納
で
き
ま
せ
ん

年金記録の確認はお済みですか？
　ねんきん定期便などにより年金記録を確認し、
少しでも心配があれば、「ねんきん定期便・
ねんきんネット等専用ダイヤル」に電話するか、
思い当たる状況をメモするなどして、近くの
年金事務所にご相談ください。

記録が間違っていると思われる場合は、
早めにご相談ください！
　年金記録が間違っていると思われる人は、
年金記録の訂正を請求することができます。
　四国厚生支局では、さまざまな調査を行い、
中四国地方年金記録訂正審議会の審議結果に
基づき訂正（不訂正）の決定を行っています。
　古い期間の記録の調査では、会社に給与台帳
が残っていない、所得証明がとれないなど、
証拠となる資料の収集が困難となり記録訂正
に結びつかない場合もあります。
　年金記録に少しでも心配がある場合は、早め
に年金事務所にご相談ください。

問い合わせ先

お近くの年金事務所または
「ねんきん定期便・
� ねんきんネット等専用ダイヤル」
　☎０５７０－０５８－５５５
　※�電話番号が０５０で始まる場合は
　☎０３－６７００－１１４４へ

第
１
号
被
保
険
者

　国
内
に
住
む
２０
歳
以
上
６０

歳
未
満
の
人
で
、
第
２
号
被
保

険
者
・
第
３
号
被
保
険
者
以
外

の
人
（
例
：
自
営
業
や
農
業
に

従
事
し
て
い
る
人
、学
生
な
ど
）

※
保
険
料
は
自
分
で
納
付

任
意
加
入
被
保
険
者

　国
内
に
住
む
６０
歳
以
上
６５
歳

未
満
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

て
い
な
い
人
や
海
外
に
住
む
２０

歳
以
上
６５
歳
未
満
の
日
本
人
ら

※
保
険
料
は
自
分
で
納
付


